
重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１

次
回

答
・
全

国
町

村
会

意
見

1
6

2
3
1

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

兵
庫

県
、

滋
賀

県
、

京
都

府
、

京
都

市
、

大
阪

府
、

堺
市

、
西

脇
市

、
川

西
市

、
三

田
市

、
た

つ
の

市
、

神
河

町
、

佐
用

町
、

新
温

泉
町

、
和

歌
山

県
、

鳥
取

県
（
秋

田
県

、
秋

田
市

、
新

潟
市

、
長

野
県

、
名

古
屋

市
、

松
江

市
、

高
松

市
、

高
知

県
、

福
岡

県
、

壱
岐

市
、

宮
崎

市
）

市
町

村
が

ん
検

診
（
集

団
乳

が
ん

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
検

診
）
に

お
け

る
医

師
の

立
会

い
不

要
化

日
本

人
の

体
型

に
合

い
、

痛
み

の
な

い
装

置
の

開
発

を
医

療
機

器
メ

ー
カ

ー
等

に
求

め
る

一
方

、
検

診
受

診
中

に
受

診
者

が
急

に
体

調
を

崩
す

な
ど

の
緊

急
時

に
、

地
元

医
師

会
等

と
連

携
し

て
医

師
に

確
認

で
き

る
連

絡
体

制
が

十
分

担
保

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

市
町

村
が

実
施

す
る

集
団

乳
が

ん
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

検
診

に
つ

い
て

も
胸

部
Ｘ

線
撮

影
と

同
様

、
医

師
の

立
会

い
が

な
く
て

も
実

施
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

診
療

放
射

線
技

師
が

医
師

の
立

ち
会

い
を

伴
わ

ず
に

集
団

乳
が

ん
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

検
診

を
実

施
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
5
年

度
厚

生
労

働
省

特
別

研
究

事
業

に
お

け
る

調
査

研
究

や
、

「
医

師
の

働
き

方
改

革
を

進
め

る
た

め
の

タ
ス

ク
シ

フ
ト

/
シ

ェ
ア

の
推

進
に

関
す

る
検

討
会

」
に

お
い

て
、

医
学

的
・
専

門
的

見
地

か
ら

、
・
具

体
的

な
ニ

ー
ズ

の
有

無
を

明
ら

か
に

す
べ

き
・
検

診
の

実
施

に
必

要
な

手
技

等
を

評
価

し
た

上
で

、
安

全
を

担
保

す
る

た
め

に
必

要
な

体
制

整
備

も
含

め
て

検
討

す
べ

き
と

い
っ

た
意

見
が

示
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
ら

を
踏

ま
え

、
関

係
者

の
意

見
を

聞
き

つ
つ

、
対

応
の

可
否

に
つ

い
て

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
た

い
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

1
7

2
2
5

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

埼
玉

県
、

埼
玉

県
町

村
会

（
北

海
道

、
郡

山
市

、
い

わ
き

市
、

須
賀

川
市

、
栃

木
県

、
前

橋
市

、
千

葉
市

、
神

奈
川

県
、

横
浜

市
、

川
崎

市
、

小
田

原
市

、
新

潟
市

、
上

田
市

、
豊

橋
市

、
豊

田
市

、
小

牧
市

、
四

日
市

市
、

京
都

市
、

兵
庫

県
、

松
山

市
、

高
知

県
、

長
崎

市
、

熊
本

市
）

「
障

害
者

総
合

支
援

法
」
に

基
づ

く
居

住
地

特
例

対
象

施
設

の
拡

大

居
宅

や
現

在
入

所
し

て
い

る
障

害
者

施
設

等
か

ら
、

別
の

市
町

村
に

存
す

る
介

護
施

設
に

入
所

し
た

場
合

に
、

現
行

で
は

当
該

介
護

施
設

が
所

在
す

る
市

町
村

が
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

費
用

を
負

担
す

る
が

、
当

該
介

護
施

設
入

所
前

に
費

用
負

担
し

て
い

た
市

町
村

が
引

き
続

き
負

担
す

る
よ

う
、

居
住

地
特

例
を

見
直

す
こ

と
。

ま
た

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

申
請

手
続

き
に

つ
い

て
も

、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
と

同
様

に
、

介
護

施
設

入
所

前
に

手
続

き
を

行
っ

て
い

た
市

町
村

で
引

き
続

き
行

え
る

よ
う

、
居

住
地

特
例

を
見

直
す

こ
と

。

障
害

者
総

合
支

援
法

に
よ

る
介

護
給

付
費

等
の

支
給

決
定

は
、

原
則

と
し

て
障

害
者

等
の

居
住

地
の

市
町

村
が

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、

障
害

者
支

援
施

設
等

が
あ

る
市

町
村

に
お

い
て

過
度

の
負

担
と

な
る

こ
と

か
ら

、
障

害
者

支
援

施
設

等
に

入
所

す
る

障
害

者
等

に
つ

い
て

は
、

施
設

入
所

前
の

居
住

地
の

市
町

村
が

行
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
そ

の
上

で
、

障
害

者
総

合
支

援
法

に
よ

る
介

護
給

付
費

等
の

支
給

決
定

に
際

し
て

は
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

と
同

様
の

サ
ー

ビ
ス

を
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
に

よ
り

利
用

で
き

る
場

合
は

、
ま

ず
は

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

介
護

施
設

に
入

所
し

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

つ
つ

、
障

害
者

総
合

支
援

法
に

よ
る

介
護

給
付

費
等

を
利

用
し

、
か

つ
、

介
護

施
設

入
所

前
の

居
住

地
の

市
町

村
以

外
の

介
護

施
設

に
入

所
し

て
い

る
者

は
少

な
い

と
思

わ
れ

る
が

、
介

護
施

設
が

あ
る

市
町

村
に

実
際

に
ど

の
程

度
の

負
担

が
生

じ
て

い
る

か
不

明
確

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

現
時

点
で

介
護

施
設

を
居

住
地

特
例

の
対

象
と

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

し
、

積
極

的
に

検
討

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１

次
回

答
・
全

国
町

村
会

意
見

1
8

1
7
3

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

岐
阜

県
（
北

海
道

、
旭

川
市

、
仙

台
市

、
福

島
県

、
い

わ
き

市
、

郡
山

市
、

須
賀

川
市

、
千

葉
市

、
神

奈
川

県
、

横
浜

市
、

小
田

原
市

、
川

崎
市

、
上

越
市

、
上

田
市

、
大

垣
市

、
中

津
川

市
、

美
濃

市
、

瑞
穂

市
、

各
務

原
市

、
海

津
市

、
岐

南
町

、
川

辺
町

、
浜

松
市

、
豊

橋
市

、
西

尾
市

、
小

牧
市

、
四

日
市

市
、

京
都

市
、

茨
木

市
、

玉
野

市
、

防
府

市
、

松
山

市
、

長
崎

市
、

熊
本

市
）

Ｎ
Ｈ

Ｋ
放

送
受

信
料

免
除

申
請

に
係

る
市

町
村

の
証

明
事

務
の

廃
止

N
H

K
放

送
受

信
料

免
除

申
請

に
係

る
市

町
村

証
明

事
務

を
廃

止
し

、
申

請
者

が
障

害
者

手
帳

の
写

し
等

の
必

要
書

類
を

日
本

放
送

協
会

へ
郵

送
す

る
こ

と
に

よ
る

直
接

申
請

方
式

の
制

度
化

受
信

料
免

除
申

請
に

係
る

証
明

事
務

は
、

障
害

者
団

体
の

意
向

も
踏

ま
え

、
申

請
者

で
あ

る
障

害
者

の
方

の
申

請
に

係
る

各
種

挙
証

資
料

を
準

備
す

る
た

め
の

労
力

及
び

金
銭

的
負

担
を

軽
減

し
、

ま
た

、
申

請
者

の
個

人
情

報
保

護
及

び
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
確

保
に

配
慮

す
る

な
ど

、
地

域
に

お
け

る
障

害
福

祉
を

充
実

さ
せ

る
観

点
か

ら
、

自
治

体
に

お
い

て
行

わ
れ

て
き

た
。

こ
の

た
め

、
本

提
案

に
お

け
る

当
該

証
明

事
務

の
見

直
し

に
つ

い
て

は
、

申
請

者
で

あ
る

障
害

者
の

方
の

負
担

増
に

つ
な

が
る

懸
念

が
あ

り
、

今
後

も
免

除
制

度
を

適
切

に
運

用
い

た
だ

く
観

点
か

ら
、

障
害

者
団

体
の

声
も

伺
い

な
が

ら
、

慎
重

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
る

。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

し
、

積
極

的
に

検
討

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

2
1

1
3
9

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

生
駒

市
（
御

杖
村

、
京

都
市

、
枚

方
市

、
上

田
市

、
鳥

取
県

）

農
地

利
用

最
適

化
推

進
委

員
に

係
る

定
数

の
参

酌
基

準
化

農
業

委
員

会
が

委
嘱

す
る

農
地

利
用

最
適

化
推

進
委

員
（
以

下
「
推

進
委

員
」
と

い
う

。
）

の
定

数
に

つ
い

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

弾
力

的
に

定
め

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
よ

う
、

従
う

べ
き

基
準

か
ら

参
酌

す
べ

き
基

準
へ

見
直

す
こ

と
を

求
め

る
。

推
進

委
員

の
定

数
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

に
農

業
委

員
会

等
に

関
す

る
法

律
を

改
正

し
、

推
進

委
員

を
設

置
す

る
に

あ
た

り
、

全
国

の
農

業
委

員
会

の
意

見
を

踏
ま

え
て

決
定

し
た

も
の

で
、

そ
の

結
果

、
推

進
委

員
が

農
地

利
用

の
最

適
化

を
行

う
に

あ
た

っ
て

適
切

な
農

地
面

積
を

、
1
0
0
h
a当

た
り

１
人

を
上

限
と

し
て

定
め

て
い

る
。

な
お

、
農

業
委

員
会

事
務

局
と

し
て

臨
時

職
員

を
雇

用
す

る
た

め
の

予
算

を
措

置
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

推
進

委
員

を
補

助
す

る
者

を
雇

用
す

る
こ

と
で

、
少

し
で

も
推

進
委

員
の

負
担

を
減

ら
す

こ
と

は
可

能
で

あ
る

と
考

え
て

い
る

。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

し
、

積
極

的
に

検
討

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１

次
回

答
・
全

国
町

村
会

意
見

2
3

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

石
川

県
（
苫

小
牧

市
、

青
森

県
、

岩
手

県
、

酒
田

市
、

福
島

県
、

郡
山

市
、

い
わ

き
市

、
ひ

た
ち

な
か

市
、

高
崎

市
、

横
浜

市
、

川
崎

市
、

横
須

賀
市

、
茅

ヶ
崎

市
、

中
井

町
、

新
潟

市
、

加
賀

市
、

名
古

屋
市

、
豊

田
市

、
西

尾
市

、
彦

根
市

、
京

都
市

、
大

阪
府

、
茨

木
市

、
兵

庫
県

、
広

島
市

、
徳

島
県

、
愛

媛
県

、
高

知
県

、
福

岡
県

、
久

留
米

市
、

飯
塚

市
、

大
分

県
、

宮
崎

県
、

沖
縄

県
）

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
制

度
に

係
る

押
印

文
書

の
電

子
化

に
よ

る
提

出

押
印

文
書

の
提

出
の

電
子

化
（
Ｐ

Ｄ
Ｆ

提
出

、
電

子
署

名
等

）
を

図
る

こ
と

。

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
シ

ス
テ

ム
（
S
C

M
S
）
に

つ
い

て
は

地
方

公
共

団
体

か
ら

の
ご

意
見

も
踏

ま
え

な
が

ら
、

改
修

や
機

能
の

拡
充

を
行

っ
て

き
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

現
在

、
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

に
係

る
各

種
申

請
で

用
い

る
紙

書
類

に
つ

い
て

は
廃

止
し

、
シ

ス
テ

ム
上

の
み

で
手

続
が

完
了

す
る

よ
う

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
シ

ス
テ

ム
（
S
C

M
S
）
の

機
能

改
修

の
検

討
を

現
在

進
め

て
お

り
ま

す
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

1
6
8

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

島
根

県
、

中
国

地
方

知
事

会
（
旭

川
市

、
苫

小
牧

市
、

青
森

県
、

岩
手

県
、

福
島

県
、

郡
山

市
、

い
わ

き
市

、
ひ

た
ち

な
か

市
、

群
馬

県
、

高
崎

市
、

川
越

市
、

江
戸

川
区

、
横

浜
市

、
横

須
賀

市
、

小
田

原
市

、
中

井
町

、
新

潟
市

、
上

田
市

、
浜

松
市

、
名

古
屋

市
、

豊
田

市
、

西
尾

市
、

京
都

市
、

大
阪

府
、

茨
木

市
、

八
尾

市
、

兵
庫

県
、

西
宮

市
、

広
島

市
、

愛
媛

県
、

高
知

県
、

福
岡

県
、

久
留

米
市

、
飯

塚
市

、
宮

崎
県

、
宮

崎
市

、
沖

縄
県

）

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
制

度
に

係
る

諸
手

続
等

の
見

直
し

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
に

係
る

諸
手

続
等

（
整

備
計

画
策

定
・
実

施
に

関
す

る
計

画
・
交

付
申

請
等

）
に

つ
い

て
、

以
下

の
事

項
の

改
善

を
求

め
る

。
・
都

道
府

県
及

び
市

町
村

の
シ

ス
テ

ム
の

作
業

期
間

を
十

分
に

確
保

す
る

こ
と

。
・
交

付
申

請
書

等
の

紙
提

出
を

廃
止

し
、

シ
ス

テ
ム

提
出

或
い

は
メ

ー
ル

提
出

に
す

る
な

ど
、

事
務

処
理

の
簡

略
化

を
行

う
こ

と
。

・
シ

ス
テ

ム
の

作
業

性
に

難
が

あ
る

た
め

、
改

善
を

行
う

こ
と

。

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
シ

ス
テ

ム
（
S
C

M
S
）
に

つ
い

て
は

地
方

公
共

団
体

か
ら

の
ご

意
見

も
踏

ま
え

な
が

ら
、

改
修

や
機

能
の

拡
充

を
行

っ
て

き
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

現
在

、
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

に
係

る
各

種
申

請
で

用
い

る
紙

書
類

に
つ

い
て

は
廃

止
し

、
シ

ス
テ

ム
上

の
み

で
手

続
が

完
了

す
る

よ
う

S
C

M
S
の

機
能

改
修

の
検

討
を

現
在

進
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

が
、

そ
の

他
の

機
能

の
改

修
・
拡

充
に

つ
い

て
も

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

1
9
2

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

神
奈

川
県

（
旭

川
市

、
苫

小
牧

市
、

青
森

県
、

岩
手

県
、

郡
山

市
、

ひ
た

ち
な

か
市

、
高

崎
市

、
川

越
市

、
江

戸
川

区
、

横
浜

市
、

横
須

賀
市

、
小

田
原

市
、

中
井

町
、

新
潟

市
、

上
田

市
、

浜
松

市
、

名
古

屋
市

、
西

尾
市

、
彦

根
市

、
京

都
市

、
大

阪
府

、
茨

木
市

、
八

尾
市

、
兵

庫
県

、
西

宮
市

、
広

島
市

、
徳

島
県

、
愛

媛
県

、
高

知
県

、
福

岡
県

、
久

留
米

市
、

飯
塚

市
、

宮
崎

県
、

宮
崎

市
、

沖
縄

県
）

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
制

度
の

完
全

電
子

化

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
押

印
文

書
の

電
子

化
を

求
め

る
（
申

請
書

の
電

子
公

印
化

、
様

式
上

の
押

印
の

廃
止

な
ど

）
。

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
シ

ス
テ

ム
（
S
C

M
S
）
に

つ
い

て
は

地
方

公
共

団
体

か
ら

の
ご

意
見

も
踏

ま
え

な
が

ら
、

改
修

や
機

能
の

拡
充

を
行

っ
て

き
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

現
在

、
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

に
係

る
各

種
申

請
で

用
い

る
紙

書
類

に
つ

い
て

は
廃

止
し

、
シ

ス
テ

ム
上

の
み

で
手

続
が

完
了

す
る

よ
う

社
会

資
本

整
備

総
合

交
付

金
シ

ス
テ

ム
（
S
C

M
S
）
の

機
能

改
修

の
検

討
を

現
在

進
め

て
お

り
ま

す
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

2
6

6
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１

次
回

答
・
全

国
町

村
会

意
見

3
0

1
2
1

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

泰
阜

村
、

長
野

県
、

大
町

市
、

長
和

町
、

原
村

、
天

龍
村

、
豊

丘
村

、
筑

北
村

、
山

ノ
内

町
、

飯
綱

町
（
旭

川
市

、
柏

市
、

小
田

原
市

、
富

士
市

、
桑

名
市

、
京

都
市

、
宮

崎
市

）

郵
便

局
に

お
い

て
取

り
扱

わ
せ

る
こ

と
が

可
能

な
事

務
の

要
件

緩
和

郵
便

局
に

お
い

て
、

下
記

の
事

務
を

取
り

扱
わ

せ
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

こ
と

。
①

住
民

異
動

届
②

印
鑑

登
録

事
務

③
地

方
公

共
団

体
の

特
定

の
事

務
の

郵
便

局
に

お
け

る
取

扱
に

関
す

る
法

律
第

２
条

に
お

い
て

、
交

付
の

請
求

の
受

付
、

引
き

渡
し

が
可

能
と

さ
れ

て
い

る
各

種
証

明
書

等
の

交
付

決
定

④
同

条
に

お
い

て
、

交
付

に
つ

い
て

～
に

「
記

載
さ

れ
（
、

又
は

記
録

さ
れ

）
て

い
る

者
に

対
す

る
も

の
に

限
る

。
」
と

さ
れ

て
い

る
も

の
の

代
理

請
求

の
受

付

【
総

務
省

】
①

転
入

届
、

転
出

届
、

転
居

届
等

に
つ

い
て

転
出

届
に

つ
い

て
は

、
オ

ン
ラ

イ
ン

や
郵

送
（
や

む
を

得
な

い
場

合
に

限
る

。
）
に

よ
る

提
出

も
認

め
ら

れ
て

お
り

、
必

ず
し

も
対

面
に

よ
る

本
人

確
認

を
不

可
欠

の
要

件
と

は
し

て
い

な
い

。
こ

れ
を

踏
ま

え
る

と
、

転
出

届
の

受
付

や
転

出
証

明
書

の
引

渡
し

を
郵

便
局

に
お

い
て

取
り

扱
わ

せ
る

こ
と

は
可

能
と

考
え

ら
れ

、
所

要
の

法
改

正
を

検
討

す
る

こ
と

と
し

た
い

。
一

方
、

転
入

届
、

転
居

届
等

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ら
が

受
理

さ
れ

る
こ

と
で

、
届

出
先

市
区

町
村

の
住

民
票

に
記

載
さ

れ
、

又
は

記
載

が
修

正
さ

れ
、

当
該

住
民

票
の

情
報

を
基

礎
と

し
て

、
選

挙
人

名
簿

の
作

成
、

保
険

給
付

、
課

税
等

の
様

々
な

行
政

事
務

が
行

わ
れ

る
こ

と
と

な
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

届
出

は
対

面
に

よ
る

厳
格

な
本

人
確

認
及

び
実

質
的

審
査

が
必

要
な

手
続

と
さ

れ
て

い
る

。
転

入
届

、
転

居
届

等
の

受
付

に
つ

い
て

、
転

入
届

及
び

転
居

届
等

に
基

づ
い

て
届

出
先

市
区

町
村

が
行

う
公

権
力

の
行

使
た

る
、

住
民

基
本

台
帳

へ
の

記
載

及
び

住
民

基
本

台
帳

に
よ

る
公

証
行

為
と

密
接

不
可

分
な

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

届
出

先
市

区
町

村
に

よ
っ

て
行

わ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
郵

便
局

に
お

い
て

こ
れ

ら
の

届
出

の
受

付
を

取
り

扱
わ

せ
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
②

印
鑑

登
録

事
務

に
つ

い
て

印
鑑

の
廃

止
の

申
請

に
つ

い
て

は
、

印
鑑

登
録

証
を

添
え

て
書

面
で

意
思

を
表

明
す

れ
ば

足
り

る
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

受
付

を
郵

便
局

に
お

い
て

取
り

扱
わ

せ
る

こ
と

は
可

能
と

考
え

ら
れ

、
所

要
の

法
改

正
を

検
討

す
る

こ
と

と
し

た
い

。
一

方
、

印
鑑

の
登

録
の

申
請

に
つ

い
て

は
、

印
鑑

登
録

証
明

が
広

く
民

間
の

経
済

取
引

に
用

い
ら

れ
、

誤
っ

た
印

鑑
証

明
を

行
っ

た
場

合
に

は
損

害
賠

償
責

任
が

生
じ

う
る

こ
と

も
踏

ま
え

、
厳

格
な

本
人

確
認

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、

印
鑑

登
録

証
明

事
務

処
理

要
領

に
お

い
て

は
、

「
本

人
確

認
を

行
う

場
合

に
は

、
必

要
に

応
じ

、
適

宜
、

口
頭

で
質

問
を

行
っ

て
補

足
す

る
等

慎
重

に
行

う
こ

と
が

適
当

」
と

さ
れ

て
い

る
。

印
鑑

の
登

録
の

申
請

の
受

付
は

、
登

録
先

市
区

町
村

が
公

権
力

の
行

使
と

し
て

行
う

印
鑑

登
録

証
明

の
基

礎
と

な
る

印
鑑

の
審

査
や

本
人

確
認

と
密

接
不

可
分

な
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
当

該
市

区
町

村
に

よ
っ

て
直

接
行

わ
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
り

、
郵

便
局

に
お

い
て

取
り

扱
わ

せ
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
印

鑑
の

登
録

事
項

の
修

正
の

申
請

に
つ

い
て

も
こ

れ
と

同
様

で
あ

る
。

③
交

付
決

定
に

つ
い

て
地

方
公

共
団

体
の

特
定

の
事

務
の

郵
便

局
に

お
け

る
取

扱
い

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
3
年

法
律

第
1
2
0
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

、
郵

便
局

に
お

い
て

請
求

の
受

付
や

引
渡

し
が

可
能

と
さ

れ
て

い
る

納
税

証
明

書
、

住
民

票
の

写
し

等
の

交
付

決
定

に
つ

い
て

は
、

公
権

力
の

行
使

た
る

行
政

処
分

で
あ

る
か

ら
、

郵
便

局
に

お
い

て
取

り
扱

わ
せ

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。

④
 代

理
人

に
よ

る
請

求
に

つ
い

て
地

方
公

共
団

体
の

特
定

の
事

務
の

郵
便

局
に

お
け

る
取

扱
い

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
3
年

法
律

第
1
2
0
号

）
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

、
郵

便
局

に
お

い
て

請
求

の
受

付
が

可
能

と
さ

れ
て

い
る

住
民

票
の

写
し

及
び

戸
籍

の
附

票
の

写
し

に
つ

い
て

は
、

住
民

基
本

台
帳

法
上

、
代

理
人

に
よ

る
請

求
が

認
め

ら
れ

て
い

る
。

同
様

に
、

印
鑑

登
録

証
明

書
に

つ
い

て
も

印
鑑

登
録

事
務

処
理

要
領

に
お

い
て

代
理

人
に

よ
る

請
求

が
認

め
ら

れ
て

い
る

。
上

記
の

事
務

に
つ

い
て

は
、

郵
便

局
に

お
い

て
も

代
理

人
に

よ
る

請
求

の
受

付
を

可
能

と
で

き
な

い
か

、
検

討
を

行
う

こ
と

と
し

た
い

。

7
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１

次
回

答
・
全

国
町

村
会

意
見

【
法

務
省

】
戸

籍
法

第
１

条
第

１
項

に
お

い
て

、
戸

籍
に

関
す

る
事

務
は

、
同

法
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

も
の

を
除

き
、

市
区

町
村

長
が

こ
れ

を
管

掌
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

民
間

委
託

が
行

わ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
委

託
が

許
さ

れ
る

業
務

は
事

実
上

の
行

為
又

は
補

助
的

行
為

に
限

ら
れ

、
裁

量
的

判
断

が
必

要
と

な
る

業
務

は
市

区
町

村
町

村
職

員
が

行
う

必
要

が
あ

る
。

③
に

つ
い

て
、

地
方

公
共

団
体

の
特

定
の

事
務

の
郵

便
局

に
お

け
る

取
扱

い
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
１

号
に

掲
げ

る
戸

籍
謄

本
等

の
交

付
の

請
求

に
対

す
る

交
付

決
定

は
、

公
権

力
の

行
使

に
該

当
す

る
。

し
た

が
っ

て
、

市
区

町
村

長
の

責
任

に
お

い
て

交
付

の
可

否
を

判
断

す
る

必
要

が
あ

り
、

民
間

委
託

に
な

じ
む

も
の

で
は

な
い

。
④

に
つ

い
て

、
代

理
請

求
の

受
付

に
当

た
っ

て
は

、
そ

の
請

求
の

任
に

当
た

る
者

で
あ

る
こ

と
を

明
ら

か
に

す
る

書
面

（
委

任
状

等
）
の

提
供

を
受

け
、

戸
籍

謄
本

等
の

請
求

を
す

る
権

限
が

付
与

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

り
、

代
理

請
求

の
受

付
は

裁
量

的
判

断
が

必
要

と
な

る
業

務
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
要

望
に

応
じ

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び

関
係

府
省

の
回

答
を

踏
ま

え
適

切
な

対
応

を
求

め
る

。

8
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１

次
回

答
・
全

国
町

村
会

意
見

3
4

2
1
5

Ｂ
地

方
に

対
す

る
規

制
緩

和

愛
媛

県
、

浜
松

市
、

沼
津

市
、

広
島

県
、

徳
島

県
、

香
川

県
、

松
山

市
、

今
治

市
、

宇
和

島
市

、
八

幡
浜

市
、

新
居

浜
市

、
西

条
市

、
大

洲
市

、
伊

予
市

、
四

国
中

央
市

、
西

予
市

、
東

温
市

、
上

島
町

、
久

万
高

原
町

、
松

前
町

、
砥

部
町

、
内

子
町

、
伊

方
町

、
松

野
町

、
鬼

北
町

、
愛

南
町

、
高

知
県

（
北

海
道

、
宮

城
県

、
郡

山
市

、
群

馬
県

、
千

葉
市

、
神

奈
川

県
、

川
崎

市
、

小
田

原
市

、
上

越
市

、
上

田
市

、
名

古
屋

市
、

豊
田

市
、

小
牧

市
、

四
日

市
市

、
大

阪
府

、
堺

市
、

兵
庫

県
、

島
根

県
、

熊
本

市
）

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
制

度
の

受
給

者
の

現
況

確
認

等
に

係
る

本
人

確
認

情
報

の
提

供
体

制
の

見
直

し

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
制

度
に

お
け

る
現

況
届

及
び

死
亡

の
届

出
に

つ
い

て
は

全
国

共
通

の
事

務
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
受

給
者

の
情

報
を

把
握

し
て

い
る

独
立

行
政

法
人

福
祉

医
療

機
構

（
Ｗ

Ａ
Ｍ

）
か

ら
、

地
方

公
共

団
体

情
報

シ
ス

テ
ム

（
Ｊ
－

Ｌ
ＩＳ

）
に

受
給

者
情

報
を

提
供

し
、

直
接

、
全

国
の

受
給

者
の

生
存

状
況

等
に

つ
い

て
、

一
括

し
て

住
基

ネ
ッ

ト
に

よ
る

確
認

が
出

来
る

仕
組

み
と

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

【
総

務
省

】
ご

提
案

の
よ

う
な

措
置

を
実

現
す

る
た

め
に

は
、

独
立

行
政

法
人

福
祉

医
療

機
構

が
住

民
基

本
台

帳
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
を

利
用

し
て

行
う

事
務

を
法

律
上

明
確

に
規

定
し

て
い

た
だ

き
、

そ
の

上
で

、
住

民
基

本
台

帳
法

の
別

表
に

当
該

事
務

を
規

定
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
ま

ず
は

、
同

機
構

を
所

管
す

る
厚

生
労

働
省

に
お

い
て

、
必

要
な

検
討

を
し

て
い

た
だ

く
も

の
と

考
え

る
。

【
厚

生
労

働
省

】
「
心

身
障

害
者

扶
養

共
済

制
度

」
（
以

下
「
共

済
制

度
」
と

い
う

。
）
は

、
心

身
障

害
者

の
保

護
者

の
相

互
扶

助
の

精
神

に
基

づ
き

、
先

進
的

な
一

部
の

県
又

は
市

が
単

独
事

業
と

し
て

運
営

を
始

め
た

こ
と

に
起

源
を

持
つ

。
国

に
お

い
て

は
、

こ
の

共
済

制
度

の
普

及
を

図
る

た
め

、
昭

和
4
4
年

以
降

、
再

保
険

に
当

た
る

「
心

身
障

害
者

扶
養

保
険

制
度

」
の

仕
組

み
を

整
備

し
、

全
国

規
模

で
の

リ
ス

ク
分

散
を

図
る

と
と

も
に

、
条

例
準

則
等

を
提

示
す

る
こ

と
で

、
各

自
治

体
に

お
け

る
共

済
の

整
備

を
促

し
て

き
た

。
こ

の
共

済
制

度
は

、
現

在
に

お
い

て
も

各
地

方
自

治
体

が
、

条
例

に
基

づ
い

て
実

施
し

て
い

る
と

こ
ろ

。
独

立
行

政
法

人
福

祉
医

療
機

構
（
以

下
「
福

祉
医

療
機

構
」
と

い
う

。
）
は

、
上

述
の

再
保

険
に

当
た

る
仕

組
み

の
運

営
に

当
た

っ
て

お
り

、
共

済
制

度
を

運
営

す
る

各
地

方
自

治
体

を
被

保
険

者
と

し
て

保
険

料
等

を
受

け
取

り
、

共
済

制
度

の
加

入
者

の
死

亡
等

の
保

険
事

故
が

生
じ

た
場

合
に

各
地

方
自

治
体

に
保

険
金

を
支

払
う

こ
と

で
、

共
済

制
度

の
リ

ス
ク

を
全

国
規

模
で

分
散

さ
せ

、
そ

の
安

定
的

な
運

営
を

支
援

し
て

い
る

。
御

提
案

は
、

全
国

の
受

給
者

の
生

存
状

況
等

に
つ

い
て

、
福

祉
医

療
機

構
が

一
括

し
て

確
認

を
す

る
こ

と
で

自
治

体
の

負
担

が
軽

減
さ

れ
る

と
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

受
給

者
の

生
存

状
況

等
の

情
報

の
把

握
は

、
あ

く
ま

で
も

、
共

済
制

度
の

運
営

者
で

あ
る

各
地

方
自

治
体

が
、

共
済

制
度

の
実

施
（
年

金
の

支
払

）
に

必
要

で
あ

る
た

め
に

行
う

も
の

で
あ

り
、

再
保

険
を

行
う

立
場

で
あ

る
福

祉
医

療
機

構
の

業
務

と
は

な
ら

な
い

と
考

え
る

。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に

尊
重

し
、

積
極

的
に

検
討

し
て

い
た

だ
き

た
い

。
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め
る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１
次

回
答

・
全

国
町

村
会

意
見

-
1
1
7

Ｂ
地

方
に
対

す
る

規
制

緩
和

と
き
が
わ
町

「
災
害

関
連

地
域

防
災

が
け
崩

れ
対

策
事

業
」
に
つ

い
て
都

道
府

県
を
経

由
し
な
い

直
接

補
助

を
可

能
と

す
る
こ
と

「
災

害
関

連
地

域
防

災
が

け
崩

れ
対

策
事

業
」
は
、
市
町
村
が
実
施
主
体
と
な
り
、
都
道

府
県
に
よ
る
間
接
補
助
の
形
式
を
と
っ
て
い

る
が
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
は
事
業
を
採
択

し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府

県
を
経
由
し
な
い
市
町
村
へ
の
直
接
補
助
を

可
能
と
し
て
ほ
し
い
。

災
害
対
策
基
本
法
（
以
下
「
災
対
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
当
該
市
町

村
の
地
域
並
び
に
当
該
市
町
村
の
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
保

護
す
る
た
め
、
関
係
機
関
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
協
力
を
得
て
、
当
該
市
町
村

の
地
域
に
係
る
防
災
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
及

び
法

令
に
基

づ
き
こ
れ

を
実

施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
(災

対
法
第
５
条
)。
な
お
、
こ
こ
で
い
う

「
災
害
」
に
は
、
崖
崩
れ
を
含
む
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
(災

対
法
第
２
条
)。

ま
た
、
同
法
上
、
都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
及
び
指
定
地
方
公
共
機
関

が
処
理
す
る
防
災
に
関
す
る
事
務
又
は
業
務
の
実
施
を
助
け
、
か
つ
、
そ
の
総
合
調

整
を
行
う
責
務
を
有
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
（
災
対
法
第
４
条
）
、
こ
の
こ
と
か

ら
、
当

該
区

域
内

に
お
け
る
崖

崩
れ

対
策

に
お
い
て
も
、
そ
の

危
険

性
や

対
策

の
必

要
性
を
把
握
し
、
区
域
に
お
け
る
総
合
調
整
の
も
と
、
市
町
村
の
取
組
支
援
を
含
め

て
そ
の
推
進
を
図
る
責
務
を
有
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
市
町
村
が
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す

る
目

的
で
施
行
す
る
崖
崩
れ
対
策
の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
に
か
か
る

支
援
を
行
う
の
は
都
道
府
県
の
責
務
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
件
、
災
害
関
連
地
域
防
災
が
け
崩
れ
対
策
事
業
は
、
市
町
村
が
行
う
崖
崩
れ
対

策
の
た
め
の
工
事
を
財
政
面
か
ら
補
助
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
に
対
し
、
国
が
そ
の

一
部

（
市

町
村

の
事

業
費

の
１
／

２
）
を
補

助
す
る
も
の

で
あ
り
、
上

記
の

観
点

か
ら
こ

れ
を
国
に
よ
る
直
接
補
助
と
す
る
こ
と
は
、
災
対
法
上
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に
尊

重
し
、
積

極
的

に
検

討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

重
点
事
項
以
外

1
0
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め
る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１
次

回
答

・
全

国
町

村
会

意
見

-
1
2
4

Ｂ
地

方
に
対

す
る

規
制

緩
和

三
宅
町
（
盛
岡
市
、
石
巻
市
、
ひ

た
ち
な
か
市
、
栃
木
県
、
川
崎

市
、
氷
見
市
、
上
田
市
、
浜
松

市
、
豊
橋
市
、
豊
田
市
、
京
都

市
、
城
陽
市
、
香
芝
市
、
葛
城

市
、
三
郷
町
、
御
杖
村
、
高
松

市
、
松
山
市
、
新
居
浜
市
、
久
留

米
市
、
熊
本
市
、
宮
崎
市
）

配
偶

者
か

ら
の
暴
力

を
受

け
た

被
扶

養
者

の
取

扱
い

等
に
係

る
適

用
範

囲
の

拡
大

「
配

偶
者

か
ら
の

暴
力

を
受

け
た
被

扶
養

者
の

取
扱

い
等

に
つ
い
て
（
厚

生
労

働
省

保
険

局
保

険
課

長
発

保
保

発
第

０
２
０
５
０
０
１

号
、
厚
生
労
働
省
保
険
局
保
険
課
長
発
保

保
発

第
０
２
０
５
０
０
３
号

、
厚

生
労

働
省

保
険

局
国

民
健

康
保

険
課

長
発

保
国

発
第

０
２
２
７
０
０
１
号

）
」
の

取
扱

い
等

に
係

る
適

用
範

囲
を
配

偶
者

か
ら
の

Ｄ
Ｖ
だ
け
で
は

な
く
、

配
偶

者
以

外
の

Ｄ
Ｖ
被

害
者

に
も
拡

大
し
て

ほ
し
い
。

健
康
保
険
に
お
け
る
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
に
よ
っ
て
主
と
し
て
生
計

が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
否
か
（
以
下
「
生
計
維
持
要
件
」
と
い
う
。
）
等
に
よ
っ
て
判
断

す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
被
扶
養
者
認
定
を
取
り
消
す
た
め
に
は
、
被
保
険
者
本
人
か

ら
の
届
出
が
必
要
と
な
る
。

こ
の

上
で
、
特

例
的

に
、
被

保
険

者
で
あ
る
配

偶
者

よ
り
暴

力
を
受

け
た
被

害
者

か
ら
、
婦
人
相
談
所
等
が
発
行
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
と
し
て
保
護
し
た
旨

の
証
明
書
を
添
付
し
て
被
扶
養
者
か
ら
外
れ
る
旨
の
申
し
出
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、

「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針
」
（
平
成
2
0
年
内
閣
府
、
国
家
公
安
委
員
会
、
法
務
省
、
厚
生
労
働
省
告

示
第

１
号

）
の

第
２
の

７
の

（
６
）
ウ
に
基

づ
き
、
健

康
保

険
の

被
扶

養
者

か
ら
外

れ
る

こ
と
が
で
き
る
取
扱
い
と
し
て
い
る
。

ご
提

案
の

よ
う
に
配

偶
者

に
加

え
て
被

保
険

者
の

子
ど
も
や

親
に
つ
い
て
も
同

様
の

取
扱
い
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
被
扶
養
者
か
ら
の

届
出

に
よ
り
被

扶
養

者
認

定
を
取

り
消

す
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
か
、
ま
た
、
保
険
者

が
被

扶
養

者
認

定
を
取

り
消

す
に
当

た
っ
て
の

D
V
の

有
っ
た
事

実
や

生
計

維
持

関
係
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
等
の
確
認
書
類
と
し
て
何
が
適
切
な
の
か
と
い
っ
た
観
点
で

整
理

が
必
要
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に
尊

重
し
、
積

極
的

に
検

討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

-
1
4
7

Ｂ
地

方
に
対

す
る

規
制

緩
和

明
和
町
、
長
野
原
町
、
玉
村
町
、

千
代
田
町
（
京
都
市
）

開
発

許
可

に
お
け
る

道
路

の
歩

車
道

の
分

離
に
係

る
基

準
に
つ

い
て
地

方
公

共
団

体
が

条
例

で
緩
和
す
る

こ
と
を
可

能
と
す
る

見
直

し

都
市

計
画

法
第

3
3
条

第
１
項

に
規

定
す
る

開
発
許
可
の
基
準
の
う
ち
、
「
開
発
区
域
内

の
幅
員
９
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
は
、
歩
車

道
が
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
、
地

方
公

共
団

体
が

開
発

区
域

の
区

域
区

分
・
地

域
地

区
等

の
実

態
や

、
区
域
内
の
道
路
及
び
周
辺
建
築
物
の
配
置

（
予

定
）
状

況
、
そ
の

他
の

地
域

の
実

情
を

十
分

に
勘

案
し
た
上

で
、
工

業
団

地
の

造
成

等
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
道
路
で
歩
行
者
の
通

行
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
い
も

の
に
つ
い
て
は

、
幅

員
９
メ
ー
ト
ル

以
上

で
あ
っ
て
も
歩
道
の
設
置
を
不
要
と
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
よ
う
、
当
該
基
準
を
条
例
で

緩
和
で
き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

都
市

計
画

法
第

3
3
条

の
技

術
基

準
の

緩
和

は
、
法

律
上

の
技

術
基

準
を
そ
の

ま
ま

適
用
す
る
こ
と
に
よ
る
開
発
者
の
負
担
の
大
き
さ
や
緩
和
を
行
っ
た
場
合
の
開
発
区

域
へ
の
周
辺
の
影
響
な
ど
を
勘
案
し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
も
の
で
す
。

ご
提

案
の
あ
っ
た
、
同
施
行
令
第
2
5
条
第
5
号
の
開
発
区
域
内
の
９
ｍ
以
上
の
道
路

の
歩

車
道

分
離

の
基

準
に
つ
い
て
は

、
建

築
物

の
敷

地
が

1
,0
0
0
㎡

以
上

の
開

発
が

行
わ
れ
れ
ば
、
大
型
車
両
等
の
頻
繁
な
交
通
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
歩
行
者
の
通
行

の
安
全
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
担
保
す
べ
き
最
低
限
の
基
準
と
し
て
定
め
て
い
る
も

の
で
す
。
歩

行
者

の
命

を
守

る
た
め
に
必

要
な
安

全
上

の
基

準
で
あ
り
、
開

発
者

に
過
度
な
負
担
を
課
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
基
準
の
緩
和
を
可
能
と

す
る
こ
と
は
困
難
と
考
え
ま
す
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
見

を
十

分
に
尊

重
し
、
積

極
的

に
検

討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

1
1
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重
点

番
号

管
理

番
号

提
案

区
分

提
案

団
体

提
案

事
項

求
め
る
措

置
の

具
体

的
内

容
関

係
府

省
か

ら
の

第
１
次

回
答

・
全

国
町

村
会

意
見

-
1
9
6

Ｂ
地

方
に
対

す
る

規
制

緩
和

道
志
村
、
市
川
三
郷
町
、
忍
野
村

（
山
北
町
、
上
越
市
、
豊
田
市
、

京
都
市
、
広
島
市
、
徳
島
県
）

農
業

用
水

路
の

災
害

復
旧

に
係

る
手
続
の

簡
素

化

災
害

時
に
河

川
法

に
基

づ
く
許

可
を
受

け
て

設
置
さ
れ
た
取
水
施
設
、
用
水
路
等
が
損
傷

し
、
許

可
を
受

け
た
水

利
使

用
を
適

正
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
発
生
し
た
場
合

は
、
河

川
法

2
6
条

の
許

可
取

得
に
あ
た
り
、

水
利

権
者

の
同

意
手

続
を
得

な
く
て
も
迅

速
に
復
旧
で
き
る
よ
う
し
て
ほ
し
い
。

河
川

法
第
3
8
条
で
は
、
水
利
使
用
に
関
す
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
際
、
河
川
管
理
者

は
当

該
申

請
の

概
要

に
つ
い
て
関

係
河

川
使

用
者

に
通

知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
旨

が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
た
だ
し
書
き
に
よ
り
、
以

下
の

者
に
つ
い
て
は

通
知

を
省
略
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

①
従
来
か
ら
河
川
を
使
用
し
て
い
る
関
係
河
川
使
用
者
の
う
ち
当
該
水
利
使
用
に
よ

り
損
失
を
受
け
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
者

②
当

該
水

利
使

用
を
行

う
こ
と
に
つ
い
て
同

意
し
た
者

本
通

知
の

効
果

は
、
通

知
を
受

け
た
者

が
、
河

川
管

理
者

に
対

し
、
当

該
水

利
使

用
に
よ
り
そ
の

者
が

受
け
る
損

失
を
明

ら
か

に
し
て
、
当

該
水

利
使

用
に
つ
い
て
意

見
を

申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
（
河

川
管

理
者

に
お
い
て
は

、
水

利
権

申
請

後
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
申
請
者
に
は
あ
ら
か
じ
め
関
係
河
川
使
用
者
か
ら

水
利
使
用
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
必
要
な
同
意
を
得
た
う
え
で
申
請
手
続
に
入
る
よ
う

指
導
し
て
い
る
。
）

従
っ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
取
水
箇
所
よ
り
下
流
に
別
の
占
用
者
（
取
水
し
て

い
る
者
）
が
い
る
場
合
は
必
ず
当
該
者
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
下
流
に
別
の
占
用
者
が
い
た
と
し
て
も
、
当
該
者
が
当
該
水
利
使
用
に
よ
り
損

失
を
受
け
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
当
該
者
に
対
す
る
同
意
取
得
手
続
は
不

要
と
な
る
。

な
お
、
下
流
に
漁
業
権
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
以
下
の
場
合
に
同
意
を
得
る
必

要
が

あ
る
が

、
そ
の

他
の

場
合

は
基

本
的

に
同

意
取

得
手

続
は

不
要

で
あ
る
。

①
魚
類
の
遡
上
等
を
妨
害
す
る
ダ
ム
等
の
工
作
物
を
設
置
す
る
場
合

②
取
水
に
よ
り
河
川
の
流
量
が
大
幅
に
減
少
す
る
場
合

上
記

は
一

般
的

な
解

釈
で
あ
り
、
実

務
上

、
河

川
管

理
者

が
申

請
者

に
対

し
、
当

該
水
利
使
用
に
係
る
関
係
河
川
使
用
者
か
ら
同
意
を
得
る
よ
う
求
め
る
か
否
か
は
、

個
々

の
河
川
ご
と
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
そ
の
流
量
や
水
質
等
に
影
響
が
出
な
い
か
等

を
勘
案
し
、
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
論
と
し
て
、
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
の
施
設
の
原
形
復
旧
工
事
（
既
に
許
可
を
受

け
て
設
置
し
て
い
た
施
設
が
被
災
し
た
た
め
、
そ
れ

を
元

に
戻

す
た
め
工

事
）
で
あ
れ

ば
、
下
流
の
関
係
河
川
使
用
者
は
「
当
該
水
利
使
用
に
よ
り
損
失
を
受
け
な
い
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
者
」
に
該
当
す
る
た
め
、
当
該
工
事
に
係
る
水
利
使
用
の
申
請
前
に

当
該
者
の
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
本

提
案

に
係

る
事

案
に
お
い
て
県

が
示

し
た
判

断
に
つ
い
て
は

、
当

該
河

川
に
関
す
る
情
報
量
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
県
が
同
意
を
必
要
と
判
断
し
た
根

拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

【
全

国
町

村
会

意
見

】
提

案
団

体
の

意
向

及
び
関

係
府

省
の

回
答

を
踏

ま
え
適

切
な
対

応
を
求

め
る
。

1
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提
案

事
項

根
拠

法
令

等
制

度
の

所
管

・
関

係
府

省
提

案
団

体

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
等

の
円

滑
な

導
入

を
可

能
と

す
る

制
度

の
構

築

道
路

運
送

法
第

7
8
条

、
道

路
運

送
法

施
行

規
則

第
3
条

の
3
、

道
路

運
送

法
施

行
規

則
第

4
9
条

、
「
地

域
公

共
交

通
会

議
に

関
す

る
国

土
交

通
省

と
し

て
の

考
え

方
に

つ
い

て
（
平

成
3
0
年

3
月

3
0
日

自
動

車
局

長
通

知
）
」
、

「
市

町
村

運
営

有
償

運
送

の
登

録
に

関
す

る
処

理
方

針
に

つ
い

て
（
平

成
3
0
年

3
月

3
0
日

自
動

車
局

長
通

知
）
」
、

「
公

共
交

通
空

白
地

有
償

運
送

の
登

録
に

関
す

る
処

理
方

針
に

つ
い

て
（
平

成
2
7

年
3
月

3
0
日

自
動

車
局

長
通

知
）
」
、

「
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

者
に

よ
る

過
疎

地
域

等
に

お
け

る
少

量
貨

物
の

有
償

運
送

に
係

る
道

路
運

送
法

第
7
8
条

第
３

号
に

基
づ

く
許

可
に

係
る

取
扱

い
に

つ
い

て
（
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

自
動

車
局

長
通

知
）
」
道

路
運

送
法

第
3
条

第
1
項

第
1
号

、
道

路
運

送
法

第
9
条

の
2
、

「
一

般
貸

切
旅

客
自

動
車

運
送

事
業

の
運

賃
・
料

金
の

届
出

及
び

変
更

命
令

の
処

理
要

領
に

つ
い

て
（
平

成
2
6
年

3
月

2
6
日

自
動

車
局

長
通

知
）
」
、

都
市

計
画

法
第

2
9
条

第
1
項

第
3
号

、
都

市
計

画
法

施
行

令
第

2
1
条

第
1

項
第

6
号

国
土

交
通

省
全

国
知

事
会

全
国

市
長

会
全

国
町

村
会

＜
令

和
２

年
３

月
末

時
点

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
状

況
＞

（
内

閣
府

地
方

分
権

改
革

推
進

室
）

こ
れ

ま
で

の
措

置
（
検

討
）
状

況
今

後
の

予
定

通
知

発
出

済
み

（
「
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

者
に

よ
る

過
疎

地
域

等
に

お
け

る
少

量
貨

物
の

有
償

運
送

に
係

る
道

路
運

送
法

第
7
8
条

第
３

号
に

基
づ

く
許

可
に

係
る

取
扱

い
に

つ
い

て
」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

（
平

成
3
1
年

3
月

2
9
日

付
け

国
自

旅
第

3
0
4
号

国
自

貨
第

1
5
6
号

）
）

事
務

連
絡

発
出

済
み

（
「
「
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

者
に

よ
る

過
疎

地
域

等
に

お
け

る
少

量
貨

物
の

有
償

運
送

に
係

る
道

路
運

送
法

第
7
8
条

第
３

号
に

基
づ

く
許

可
に

係
る

取
扱

い
に

つ
い

て
」
の

一
部

改
正

に
係

る
取

扱
い

に
つ

い
て

」
令

和
２

年
１

月
2
2
日

付
け

事
務

連
絡

）
そ

の
他

、
許

可
の

迅
速

か
つ

柔
軟

な
運

用
に

資
す

る
よ

う
、

各
種

相
談

へ
の

対
応

な
ど

随
時

情
報

提
供

等
を

実
施

。

引
き

続
き

、
左

記
の

と
お

り
当

該
許

可
の

迅
速

か
つ

柔
軟

な
運

用
に

努
め

る
。

（
１

）
道

路
運

送
法

自
家

用
有

償
旅

客
運

送
者

（
7
9
条

）
に

よ
る

過
疎

地
域

等
に

お
け

る
少

量
貨

物
の

有
償

運
送

に
係

る
7
8
条

３
号

に
基

づ
く
許

可
に

つ
い

て
は

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

自
家

用
有

償
旅

客
運

送
を

円
滑

に
実

施
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
よ

う
、

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

・
市

町
村

及
び

関
連

性
が

高
い

と
考

え
ら

れ
る

貨
物

自
動

車
運

送
事

業
者

（
又

は
そ

れ
を

代
表

し
得

る
者

）
等

を
構

成
員

に
含

む
協

議
会

等
（
地

域
公

共
交

通
会

議
（
施

行
規

則
９

条
の

２
）
を

含
む

。
）
の

場
で

協
議

が
調

っ
た

場
合

に
は

、
運

輸
支

局
長

が
対

象
地

域
を

判
断

す
る

に
当

た
っ

て
必

要
に

応
じ

て
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
関

係
者

か
ら

の
意

見
の

聴
取

を
要

し
な

い
こ

と
と

し
、

地
方

運
輸

局
に

2
0
1
8
年

度
中

に
通

知
す

る
。

・
地

方
公

共
団

体
及

び
地

方
運

輸
局

に
対

す
る

情
報

提
供

等
に

よ
り

、
当

該
許

可
の

迅
速

か
つ

柔
軟

な
運

用
に

努
め

る
。

・
当

該
許

可
の

在
り

方
に

つ
い

て
は

、
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

者
に

よ
る

過
疎

地
域

等
に

お
け

る
少

量
貨

物
の

有
償

運
送

に
係

る
運

送
の

実
態

や
ニ

ー
ズ

の
動

向
等

を
検

証
し

つ
つ

、
引

き
続

き
検

討
す

る
。

（
２

）
都

市
計

画
法

地
方

公
共

団
体

が
主

体
的

に
計

画
し

、
地

域
公

共
交

通
会

議
（
道

路
運

送
法

施
行

規
則

（
昭

2
6
運

輸
省

令
7
5
）
９

条
の

２
）
等

の
議

を
経

て
地

域
住

民
の

生
活

に
必

要
な

旅
客

運
送

を
確

保
す

る
も

の
と

し
て

運
行

す
る

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

の
用

に
供

す
る

施
設

に
つ

い
て

は
、

開
発

許
可

が
不

要
な

建
築

物
を

規
定

し
た

施
行

令
2
1
条

2
6
号

（
地

方
公

共
団

体
が

直
接

そ
の

事
務

又
は

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設

）
に

該
当

し
得

る
旨

を
、

地
方

公
共

団
体

に
2
0
1
8
年

度
中

に
通

知
す

る
。

対
応

方
針

の
措

置
（
検

討
）
状

況

「
平

成
3
0
年

の
地

方
か

ら
の

提
案

等
に

関
す

る
対

応
方

針
」

「
平

成
3
0
年

の
地

方
か

ら
の

提
案

等
に

関
す

る
対

応
方

針
」
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
状

況
に

つ
い

て

当
該

許
可

の
在

り
方

に
つ

い
て

は
、

自
家

用
有

償
旅

客
運

送
者

に
よ

る

過
疎

地
域

等
に

お
け

る
少

量
貨

物

の
有

償
運

送
に

係
る

運
送

の
実

態

や
ニ

ー
ズ

の
動

向
等

を
検

証
し

つ

つ
、

引
き

続
き

検
討

す
る

。

 1
3
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令和２年地方分権改革に関する提案募集に係る

全事項に共通して国に対処を求める意見

全 国 町 村 会

・オンラインで完結する手続きや電子情報の活用など、ウィズ・コ

ロナ、ポスト・コロナの社会のあり方を視野に入れた事務の見直

しや権限の移譲を推進すること。

・町村に移譲された事務・権限の実施にあたり財源（人件費相当額

を含む。）の不足が生じないよう、必要総枠を確保し、国・都道

府県から町村に財源移譲すること。

・技術や専門性を有する人材を育成・確保するため、研修や職員派

遣など必要な支援を行うこと。また、工程表などの手順・スケジ

ュールや具体的な人員・財源措置を示すこと。

・事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直しを円滑に進めるた

め、マニュアルの整備や技術的助言など必要な支援を行うこと。
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・国が制度の創設・拡充等を行うに当たっては、町村の行政需要の

多寡や先行的な取組の有無等の実情を考慮せずに、新たな計画の

策定や専任職員の配置等について全国一律に義務付けを求めるこ

とは避け、町村の裁量の確保に十分配慮すること。

・町村に対する調査・照会業務については、緊急性や必要性に乏し

いものや重複しているものがあるため、廃止、統合を含めた必要

な見直しを行うこと。
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